
令和2年11月市議会総務委.員会資料

第170号議案長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例

改正の概要

新旧対照表

情報施策関連組織関係図

(参考)

0 令和2年11月における組織の改正案

0 市長部局の局・部の数の推移

0 事務分掌条例に係る局・部等の変遷
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改正の概要

(1)組織改正の考え方

現下の行政課題や多様化する市民二ーズに迅速かつ的確に対応し、効果的に業務

を推進するための管理執行体制の構築を図る。

(2)条例改正内容

アオンラインによる手続きの導入やICTの利活用による事務の効率化など行

政のデジタル化への対応とともに、全市的な社会的課題の解決のために様々な分

野で 10TやA 1などのデジタル技術の利活用が求められる中で、多くの関係事

業者等と連携し、都市全体の情報化・デジタル化を推進するため、「情報政策推

進室」を新設する。

同室は関係する複数の部局と一体となって進捗を図る必要があり、全部局に対

して直接対応ができるよう市長直下に配置する。

イ戸籍、住民記録及びマイナンバーカード等に係る制度の総括的な業務を「中央

地域センター」から引揚げ、制度を所管する所属として、市民生活部内に「住民

情報課」を新設する。

(3)施行日

ア令和3年4月1日

イ令和3年7月1_日



2 新旧対照表

(部等の設置)

第1条地方自治遡昭和22年法律第67号)第

158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属

する事務を分掌させるため、次の部、総合事務

所及び室を設け、その分掌事務を定める。

現行

防災危機管理室

防災及び危機管理に関すること。

(部等の設圖

第1条.地方圖台法(昭和22年法律第67号)第

158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属

する事務を分掌させるため、次の部、総合事務

所及び室を設げ、その分掌事務を定める。

秘書広報部

(1)秘害に関すること。

(2)広報及び広聴に関すること。

(.3)国際交流に関すること。

企画財政部

①総合計画に関すること。

②施策の総合的な企画、推進及び調整に

関すること。

③予算その他財務に関すること。

総務部

①議会に関すること。

②行政管理に関すること。

改正案

ノ

防災危機管理室

防災及び危機管理に関すること。

'情報政策推進室

戸報政策の総合的な企画、推進及ぴ調整に関

すること。'

秘書広報部

①秘書に関すること。

(2)広報及び広聴に関する二と。

(3)国際交流に関すること。

企画財政部

①総合計画に関する二と。

(2)施策の総合的な企画、推進及び調整に関

すること。

(3)予算その他財務に関すること。

総務部

①議会に関すること。

②行政管理に関すること。

-2 -



(3)職員の人事、給与及び福利厚生に関する

こと。

④'清報に関すること。

(5)繊十1こ関すること。

(6)他の所管に属しない事項に関すること。

理財部

(1)市有財産に関すること。

(2)税に関すること。
i

(3)契約及び工事等の検査に関すること。

市民生活部

(1)市民生活に関すること。

(2)市民相談に関すること。

③交通安全に関すること

現行

(3)職員の人事、給与及び福利厚生に関する

こと。

④,清報に関すること

(5)統計に関すること。

(6)他の所管に属しない事項に関すること。

理財部

①市有財産に関すること。

(2)税に関すること。

(3)契約及び工事等の検査に関する二と。

市民生活部

(1)市民生活に関すること。

(2)市民相談に関すること。

(5)芸術文化に関すること。

(6)スボーツに関すること。

(フ)男女共同参画の推進に関すること。

(8)消費生活に関すること。

原爆被爆対策部

(1)原子爆弾被爆対策に関すること。

(2)平和推進に関すること。

樹止部

①社会樹止に関すること。

(2)介護保険に関すること。

改正案

(4)芸術文化に関すること。

(5)スポーツに関すること。

回男女共同参画の推進に関すること。

(フ).消費生活に関すること。

原爆被爆対策部

①.原子爆弾被爆対策に関すること。

(2)平和推進に関すること。

福祉部

①社会樗止に関すること。

②介護保険に関すること。
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(3)交通安全に関すること。

(4 戸籍及び住民基本台帳に関すること



市民健康部

①健康に関すること。

(2)'イ呆健衛生に関すること。

現行

(3)環境衛生に関すること。

④'保健所に関すること。

(5)医療に関すること。

(6)医療保険に関すること。

(フ)診療所に関すること。

こども部

市民健康部

子どもに関する二と。

環境部

①健康に関すること。

入

①

②イ呆健衛生に関すること。

改正案

環境保全に関すること。

廃棄物の処理及び清掃に関すること。②

(3)環境衛生に関すること。

商工部

④保健所に関すること。

(1)商業及び工業に関すること。

(5)医療に関すること。

(2)貿易に関すること。

(6)医療保険に関ずること。

(3)雇用に関すること。

(フ)診療所に関すること。

文化観光部

こども部

(1)観光に関すること。

子どもに関すること。

環境部

(2)歴史文化に関すること。

水産農林部

①環境保全に関すること。

①水産業に関すること。

(2)廃棄物の処理及び清掃に関すること。

商工部

(2)農業及び畜産業に関すること。

(3)林業に関すること。
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商業及び工業に関すること。

貿易に関すること。

(3)雇用に関すること。

文化観光部

(わ観光に関すること。

②歴史文化に関すること。

水産農林部

(1)水産業に関すること。

②農業及び畜産業に関すること

(3)林業に関すること。

①
②



土木部

(1)道路その他土木に関すること。

(2)河川に関すること。

現イテ

③用地取得に関すること。

(4)公園に関すること。

まちづくり部

① 都市計画に関すること。

都市交通その他運輸対策に関すること。

景観に関すること。
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土木都

④ 港湾に関すること。

都市開発その他都市整備に関すること。⑤

①道路その他土木に関すること。

建築部

(1)建築に関すること。

②住宅に関すること。

中央総合事務所

②河川に関すること

改正案

③用地取得に関すること。

④公園に関すること。

まちづくり部

①戸籍及び主民基本台帳に関するごと

(1)都市計画に関ずる二と。

②地域の社会樹止及び健康に関すること。

(3)地域の道路、公園その他土木に関するこ

(2)

と。

都市交通そ,の他運輸対策に関すること。

景観に関すること。(3)

④港湾に関すること。

と。

東総合事務所

①地域の社会樹止及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関するこ

⑤都市開発その他都市整備に関すること。

建築部

①建築に関すること。

(2)住宅に関すること。

と。

中央総合事務所

① 地域の社会福祉及び健康に関すること。

地域の道路、公園その他土木に関するこ②

と。

東総合事務所

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、・公園その他土木に関するこ

2
 
3



南総合事務所

①地域の社会棚止及び健康に関すること。

②地域の道路、公園その他土木に関するこ

と。

北総合事務所

①地域の社会樗止及び健康に関すること。

② 1也域の道路、公園その他土木に関するこ

と。

現行

(委任)

第2条

項は、

南絲X合事務所

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関するこ

と。

北総合事務所

①地域の社会福祉及び健康に関すること。

(2)地域の道路、公園その他土木に関するこ

と。

この条例に定めるもののほか、必要な事

市長が定める。

改正案

(委任)

第2条この条例に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が定める。
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3 報施策関連組織関係図

情報政策推進室(新設)

【業務】都市全体の情報化・デジタル化

(1)都市の情報化・デジタル化に係る総合的な企画・推進・調整

(商工・観光・フk産林・交通など)

(2)行政の情報化,デジタル化に係る総合的な企画・推進・調整

(福祉保健,こども・教育など)

(3)行政の情報化に係るシステムの企画

(発注・運用は情報統計課)

(4)大学、企業等との連の推進

(5)オープンデータの活用の推進

①連携

【都市のデジタル化】

1商工部・文化観光部・フk産林部・

まちづくり部など

【行政のデジタル化】

福祉部・市民健康部・こども部・

教育委員会など

④連携

●一●●一●●一●"ー^¥一制幽^ーー^、

情報統計課(組織統合)

【業務】行政の情報化・デジタル化

(1)行政の情報化・デジタル化の推進に係る運用

(2)行政の情報化に係るシステムの発注・運用

(企画は情報政策推進室)

(3)庁内情報システム・ネットワークの運用

(4)基幹統計

(5)統計の調査・収集・分析

(6)オープンデータの公開・運用

③連携 大学・企業など

市民

サービス

の充実②連

市
民
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0令和3年4月1日付及び7月
旧(和2年4月27日)

「姦而而蚕「

「玉逐む1

[工亟靈コ
総務都

(課省略)

(課省略)

1日付組織改正案
新(令和3年4月1日)

「而蚕石扇^

「而聶癌垂「

総務課

・「一亘而而所「

人事課

『玉蚕亟司
[工壷匝コ

[三玉重司

行政体制豊備室

統計課

情報システム課

市民生活部

総務部

特別定額給付金室

(課省略)

(課省略)

(課告略)

自治撮興課

市民協働

新(令和3年7月1日)

「高蚕亙亙^

「石而蚕^

総務課

「ーエ玩而一「

人事課

人権男女共同参回室

に亙重亘コ
[亙亟亟司

に二亙亘コ

窒

行政体制整偏室

巨亟亟亙
[三亙蚕司

『玉重亟コ
「で豆蚕ヨ

[三玉亟ヨ

[二亘垂コ

文化援興課

市民生活都

スポーツ擾興課

・・ーー消費者センター

捻務部

平和マラソン推進室

統計課

(課省略)

(課省略)

もみじ谷葬斎場

(課省略)

(課省略)

自治援興課

「届而画覆^

(課省略)

総務課

(課省略)

文化観光都

、「一蚕而雇評ーコ

人課

(課省銘)

人権男女共同参画室

C二^:11

【課当略)

行政体制整備室

巨亟亟三司
[二亙亟コ
[玉重重コ

匠き埀重司
匠玉亟コ

[二三垂コ(課告略)

文化振興課

、「〒宗詞ワ靈^
ーーー消費者センター

「1耳函ヌー1

市民生活郁

Y^..

スポーツ援輿課

情毅統計課

観光政策課

交流戦略推進室

出島復元整備室

交流拠点施設整備室

(課省略)

中央地域
センター

^^^^^^ー^^^^

(課省略)

観光推進課

自治擾輿課

(課省賂)

文化財課

市民協働推進室

(課省酪)

〒

文化観光部

佳民情報鐸

人権男女共同参回室

文化扱興課

世界遺産室

出島復元

(課省略)

(課省賂)

長崎学研究所

睡亟亟司
に二^
[玉重匝コ
「一三言砺一、コ

[三亟重コ
[乏重亙司('略)

室

「羣宗完雇蚕司

「菊画石Fη

ー・ー「一石昇E^

スポーツ擬興課

観光政策課

交琉推進室

交流拠点施設整備室

(課省略)

(課省略)

文化財課

(課省略)

文化観光都

ーー「、一妄^

世界遺産室

出島復元

(課省略)

課省略)

(課雀略)

室

概光政策課

裡光交流推室

交流拠点施設整備窒

文化財課

、・・ー「、一妄^

世界遺産室



旧(令和2年4月27日)

[玉亟重司 (課省略)

「一王采而一「 (課省略)

「三訪詞蔀、コ

.

^■

福田地域センター

都市計面課

区亙垂ヨ

(令和3年4月1日)

匠玉韮壷コ (課省略)

に三匡亙司 (課省略)

長崎駅周辺整備室

まちなか事禦

中央総含事務所

景観推進室

軍長崎土地区両益理畢覇所

まちづくり部

(課吉略)

ーー「玉亘履^

茂木地域センター

総務課

地域福祉課

生活福祉1課

都市計画課

区亙重司

生活福祉2課

公共交通対策室

地壊整備1課

『玉亟蚕ヨ

『乏工妄ヨ

崎駅周辺整備室

新(令和3年7月1日)

(課省略)

(課省略)

郁市計画課

中央総合事務所

まちなか事業推進室

「革屈聶モ牙「

地域整備を課

稟長嶋土馳巨画霊理事応所

観推進室

まちづくり部

地域支擾室

(課省略)

小ケ倉地域センター

」、榊地域センター

総務課

[玉靈逐司

[蚕蚕壷司

[玉靈珂]

西浦上地域センター

地域福祉課

滑石地域センター

生活福祉1課

ーーー茂木地域センター

ー^式見地域センター

福田地域センター

[三ま壷ヨ

(課省略)

出納室、消防局、上下水局.膝会、教育委員会.
選掌理委会、公平委員会、監査、震業委員会、
固定資産評価審査委員会省略

生活福祉2課

公共交通対築室

地域整備1課

長崎駅周辺整備室

中央総合事務所

まちなか事業推進室

地域整備2課

課省略

※表中の矢印は、案務の移管のうち主なものを記賊Lている.
・実組の矢印一ーーー^事務の全郁を移管するもの。

・点緯の矢印"""・・,事務の一部を移するもの。

0令和3年4月1日付組織改正[令和2年4月27日との比較
部:増減なし、課・室:'1

0令和3年7月1日付組織改正[令和3年4月1日との比較]
部:増減なし、課・室:増減なし

中央地域センター

[蚕聶扉石刃

「苅扇石^

・「云涌ヱ荻^

「斎云蚕漉牙『
一艸一福田地域センター

ー「瓦采靈靈モ^

ー「玉亘函厩^

課省略

景観推進室

稟墨崎土地巨■杢堤事籟所

地域支慢窒

〔課省略)

t再)

圧亟可

総務諜

[亙三亟^
[亟埀重1
『玉重亟司

(課省略)

(課省略)

(課省略)

出納室、消防局、上下水道局、様会、教撲員金、
選挙管理委員会、公平委会、監査、農業委会、
固定資産評価審査委会省略

地域福祉課

生活枢祉1課

生活福祉2課

地域整備1課

地域整備2課

中央地域センター

広而聶石司

広函函屈牙ニコ

、ーー[1亙重^

西浦上地域センター

に璽亘亘J

仁亟三亙コ
[亙巫亟司

(課省略)

(課省略)

(謀省略)

出納室、消防局、上下水局、陛会、教委員金、
選拳管理委員会、公平委会、監査、農集委会、
固定資産評価客査委会賓略



0市長部局の局・部の数の推移

年度局数郁数

14 -H23

H23.8

H24

4 4

H25

4

15

H26

4

16

福祉部、市民健康部

H27

4

16

国体推進部

H28

4

16

H29

15 ▲1

'4

H29.10

14

H30

▲1

14

2

まちづくり部

H31

福祉保健部

18

R元B

4

18

中央総合事務所、東総合務所、
南総合事務所、北総合事務所

R2

18

R3

20

国体推進部

2

20

秘書広報部、建築郁

都市計画部、建築部

20

'1

'2



0事務分条例に係る局・部等の変遷

H23 H23.8 H24 H25

都市経営室

H26

秘書

H27

しごと改革室

企画財政郁

総務部

理財部

H28

広報広聴課

H29 H29.10 H30

産経営室

総務局

市民生活部

原被対策郁

企画財政部

総務郁

理財郁

防災危機管理室

H31 R元念

福祉保健郁

R2

市民局

市民生活部

原爆被爆対策部

福祉部

市民催康部

こども部

環境部

国体推進部

経済局

商工部

文化観光郁

こども郁

環境部

R3(見込)

防災危機管理室

政策推進室

秘書広報部秘書広報部

商工部

文化観光部

企画財政部

総務部

理財部

水産農林部

市民生活部

原爆被爆対策郁

福祉部

市民健康部

こども部

環境部

路公郁

都市計画部

建築住宅郁

企画財政部

総務都

理財部

水 林部

建設局

土木部

都市計画部

建築部

市民生活部

原爆被爆対策都

福祉部

市民健康部

二ども郁

環境部

商工部

文化観光部

1514 151616 16 14

(各年度4月1日時点における部の数(H23念、H29.10、 R元念を除く))

-11

水産農林部

まちづくり部

土木部

商工部

文化観光部

水産農林部

まちづくり部

建築部

中央総合務所

璽総合事務所

南総合務所

北総合務所

18 18 2014

土木郁

まちづくり部

建築都

18

中央総合務所

東総合事務所

南総合事務所

北総合事務所

2020


